
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複製管理情報を含む対象情報を記録媒体に記録するに際し、前記複製管理情報を用いて複
製履歴を参照し、前記記録媒体への前記対象情報の記録を制限する記録システムにおいて
、
前記対象情報の複製を前記記録媒体に高速記録する旨の高速記録指示操作を検出する操作
検出手段と、
前記操作検出手段によって高速記録指示操作が検出されたときに、前記対象情報の記録動
作に先立って、前記複製管理情報に基づく複製履歴を参照し、前記対象情報の直前の複製
記録開始以後の経過時間が所定の禁止時間を超えているか否かを判別する判別手段と、
前記判別手段により、前記禁止時間を経過していないと判別された場合、前記対象情報の
複製を高速記録できない旨を報知する報知手段と、
前記判別手段により、前記禁止時間を経過していると判別された場合には、前記対象情報
の新たな複製の高速記録を行わせ、前記禁止時間を経過していないと判別された場合には
、前記対象情報の複製の高速記録を抑止する記録動作制御手段と、

ことを特徴とする記録システム。
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を具備し、
　前記判別手段は、前記禁止時間を経過していないと判別した場合に、当該禁止時間の残
り時間を求める残時間算出手段を含み、
　前記報知手段は、前記残時間算出手段により特定された残り時間を報知する手段を含む
、



【請求項２】
前記記録動作制御手段は、前記判別手段により、前記禁止時間を経過していないと判別さ
れた場合に、前記対象情報の高速記録以外の複製記録を選択的に可能とする手段を含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の記録システム。
【請求項３】
前記報知手段は、前記判別手段により、前記禁止時間を経過していないと判別された場合
、前記禁止時間の残り時間以外の前記対象情報に関する情報を報知する手段を含むことを
特徴とする請求項１ に記載の記録システム。
【請求項４】
前記所定の禁止時間は、７４分であることを特徴とする請求項１ に記載の記
録システム。
【請求項５】
複製管理情報を含む記録対象情報を、低速記録と高速記録の少なくとも２つの記録速度を
含む複数種類の記録速度のいずれかを選択して記録媒体に書き込む方法において、
前記記録対象情報を高速記録で記録媒体に記録する旨の高速記録指示操作を検出し、
前記高速記録指示操作が検出されたときに、複製管理情報と複製の履歴情報とに基づいて
、直前の複製記録開始から所定の禁止時間が経過しているか否かを判別し、
禁止時間が経過していないと判別された場合に、高速記録による複製記録を禁止する旨を
報知 、
禁止時間が経過していると判別された場合には、前記複製の履歴情報に複製管理情報と複
製記録開始時刻とを追加すると共に前記記録対象情報を高速記録で記録媒体に記録する、
ことを特徴とする記録方法。
【請求項６】
コンピュータを、
複製管理情報を含む対象情報を記録媒体に書き込む書込み部と、
前記対象情報の複製を前記記録媒体に高速記録する旨の高速記録指示操作を検出する操作
検出部と、
前記操作検出部によって高速記録指示操作が検出されたときに、前記対象情報から抽出し
た前記複製管理情報およびそれによる複製履歴に基づき、その対象情報の高速記録の可否
を、直前の複製記録開始から所定の禁止時間を経過したか否かを判別することによって弁
別する管理情報処理部と、
前記管理情報処理部の弁別結果に基づいて前記書込み部による前記対象情報の前記記録媒
体への記録動作を制御する記録動作制御部と、
前記管理情報処理部が、高速記録を許容しない場合には、前記対象情報を高速記録で記録
できない旨を報知する高速記録不可報知部、

プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項７】
ディジタルデータを、低速記録と高速記録の少なくとも２つの記録速度を含む複数種類の
記録速度のいずれかを選択して記録媒体に書き込む機能を有するコンピュータに、
前記ディジタルデータを高速記録で記録媒体に記録する旨の高速記録指示操作を検出し、
前記高速記録指示操作が検出されたときに、複製管理情報と複製の履歴情報とに基づいて
、直前の複製記録開始から所定の禁止時間が経過しているか否かを判別し、
禁止時間が経過していないと判別された場合に、高速記録による複製記録を禁止する旨を
報知 、
禁止時間が経過していると判別された場合には、前記複製の履歴情報に複製管理情報と複
製記録開始時刻とを追加すると共に前記ディジタルデータを高速記録で記録媒体に記録す

10

20

30

40

50

(2) JP 3634218 B2 2005.3.30

または２

、２または３

するとともに 当該禁止時間の残り時間を求めて特定された残り時間を報知し、

として機能させ、
　前記管理情報処理部は、前記禁止時間を経過していないと判別した場合に、当該禁止時
間の残り時間を求める残時間算出手段を含み、
　前記高速記録不可報知部は、前記残時間算出手段により特定された残り時間を報知する
手段を含む、
ことを特徴とする

するとともに 当該禁止時間の残り時間を求めて特定された残り時間を報知し、



る、
処理を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、オーディオ信号等の情報を記録媒体に記録し得る に係り、特に
、記録媒体から再生された著作権情報等の複製管理情報を含む再生情報を他の記録媒体に
複製記録するに際し、著作権等の保護等のための適正な複製管理を行い得る
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えばＣＤ（コンパクトディスク）、ＣＤ－ＤＡ（ＣＤ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｕｄｉｏ）
およびＤＶＤ（ディジタルバーサタイルディスク；ＤＶＤ　Ａｕｄｉｏ、ＤＶＤ　Ｖｉｄ
ｅｏ）等から再生されるビデオまたはオーディオ情報等のディジタル信号を、記録媒体に
記録する場合、アナログ信号として記録するアナログ記録およびＣＤおよびＤＶＤと同様
のディジタル信号により記録するディジタル記録が可能である。旧来の記録装置は、磁気
テープ等を記録媒体としてアナログ記録を行うのが一般的であった。近年、ディジタル技
術の発展にともない、ディジタル記録媒体へのディジタル記録を可能とする記録装置が普
及している。ディジタル記録媒体としては、ＭＤ（ミニディスク～商標）、ＣＤ－Ｒ（Ｃ
Ｄレコーダブル）、ＣＤ－ＲＷ（ＣＤリライタブル）、ＤＶＤ－ＲＡＭ（ＤＶＤランダム
アクセスメモリ）、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ、ＤＶＤ＋ＲＷ、ＤＡＴ（ディジタルオ
ーディオテープ）、半導体メモリ（フラッシュメモリ等）等が用いられている。
【０００３】
旧来のアナログ記録においては、アナログ信号の再生／記録に伴う情報の劣化および情報
量の低下等が避けられず、また、ディジタル記録においても再生情報よりもサンプリング
レートおよび量子化ビット数が少ない場合には、一旦アナログ化して再サンプリングする
など、記録するための処理に伴う情報の劣化および情報量の低下等が避けられない。とこ
ろが、再生情報と同一またはそれ以上の十分なサンプリングレートおよび量子化ビット数
でディジタル記録を行った場合には、原記録媒体に対する情報の劣化および情報量の低下
をほとんど生じさせずに、原記録媒体を複製することができる。
【０００４】
このような、ディジタル記録媒体にディジタル記録することが可能な記録装置においては
、利用者による私的利用目的の複製が行われる。このような、記録装置、例えばＭＤを記
録媒体とする記録装置等においては、いわゆる高速ダビング等のように複製作業を簡便化
する機能の充実が顕著である。しかしながら、ＭＤ等のディジタル記録可能な記録装置に
おける複製機能の充実は、私的利用を超えた複製をも容易にし、原記録媒体等の著作者の
持つ著作権、例えば複製権、を侵害する危険をはらんでいる。これに対して、ディジタル
記録可能な記録装置では、ＳＣＭＳ（Ｓｅｒｉａｌ　Ｃｏｐｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　
Ｓｙｓｔｅｍ）等の技術を採用し、ディジタル音源からの無制限な複製を防止することが
行われている。すなわち、ＳＣＭＳにおいては、例えば、著作権を保護すべき音楽データ
をＭＤに記録する場合、ＣＤ等のオリジナル記録媒体からＭＤへの一世代目のコピーは可
能だが、このようにして記録した一世代目のＭＤの記録データを他のＭＤに「孫コピー」
することはできない。このように、ＳＣＭＳでは、複製世代数を制限することにより、私
的使用の範囲を超える複製に歯止めをかけている。
【０００５】
なお、このような、ディジタルオーディオ情報における著作権保護については、最近では
、ＳＤＭＩ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｕｓｉｃ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ）によ
り、ディジタルオーディオデータを圧縮記録する技術にも対応する技術を標準化すべく検
討が進められている。また、ＭＰＥＧ（ｍｏｖｉｎｇ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｅｘｐｅｒｔｓ
　ｇｒｏｕｐ）により仕様策定中の動画・音声の圧縮方式を定める規格ＭＰＥＧ４におい
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記録システム

記録システム



ては、ＩＰＭＰ（Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）と称される知的財産権保護システムとのインタフェー
スを含むとされている。
【０００６】
また、上述したＭＤ等の記録装置には、利用者の利便のため短時間での複製を可能とする
高速ダビングのための高速記録機能を搭載することが少なくない。このため、単に上述し
たＳＣＭＳにより一世代のみの複製記録を許可するだけでは、記録装置が高速ダビング機
能を搭載していれば、許可した一世代の複製を短期間に何度も行うことにより、特定の個
人が私的利用の枠を越えて大量に複製を作成することが可能となる。このため、ＳＣＭＳ
を採用していても、高速記録機能を備えていれば、容易に著作権を侵害するおそれがある
。
【０００７】
これに対し、特開平１１－５３８１８号公報には、例えばＣＤからＭＤにオーディオ情報
をコピーする場合、複製履歴の有無、複製回数、複製操作の履歴順位、複製操作の時間間
隔、および記録媒体の交換の有無などの操作履歴に応じて複製の禁止、複製速度の制御を
行うことができ、運用上認める所定条件をきめ細かく設定することができる記録装置が開
示されている。この特開平１１－５３８１８号公報の記録装置では、私的利用の範囲での
録音やり直し、編集やり直しなど利用者の利便性を柔軟に確保しつつ、一世代の複製数も
確実に制限することができ、著作権侵害となる多量の複製行為の抑制を可能としている。
【０００８】
また、特開平１０－３１２６３５号公報には、著作権保護のために複製制限が必要なディ
ジタルコピーと、複製制限の不要なアナログコピーとが可能なダビング装置において、著
作権情報等を用いた複製履歴に基づいて、ディジタルコピーが可能な場合にはディジタル
コピーし、ディジタルコピーが不可能な場合にはアナログコピーするダビング装置が開示
されている。この特開平１０－３１２６３５号公報のダビング装置においては、ディジタ
ルコピーが可能である場合にはその旨を表示している。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上述した特開平１１－５３８１８号公報に開示された記録装置では、オーディオ情報をコ
ピーする場合、所定の付加情報をオーディオ情報に付加し、複製操作にともなってその付
加情報を不揮発性ＲＡＭ（ＮＶＲＡＭ：ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ＲＡＭ）等のメモリ
に格納する。そして、複製操作に際し、メモリにおける付加情報の格納状況を参照するこ
とにより、複製履歴の有無、複製回数、複製操作の履歴順位、複製操作の時間間隔、およ
び記録媒体の交換の有無などの操作履歴を判別し、それに応じて複製の禁止または複製速
度の制御を行うようにしている。この場合、複製の禁止または複製速度の制御等の複製制
限は、履歴情報に基づいて自動的に行われ、利用者は、実際の記録状況およびそのような
記録状態となった理由等を十分に把握することはできなかった。
【００１０】
また、特開平１０－３１２６３５号公報に開示された装置では、著作権情報等を用いた複
製履歴に基づいて、ディジタルコピーが可能な場合にはその旨が表示されてディジタルコ
ピーが行われるが、ディジタルコピーが不可能な場合には自動的にアナログコピーが行わ
れる。このため、利用者は、ディジタルコピー時には、その旨を把握することができるが
、アナログコピー時には、何故アナログコピーが行われたかを把握することはできなかっ
た。すなわち、アナログコピーが行われた場合、アナログコピーが行われたことは分かる
としても、ディジタルコピーをするつもりで誤操作によりアナログコピーしてしまったの
か、著作権保護のためディジタルコピーができずにアナログコピーしたのか、装置が故障
し誤動作してしまったのか、時間が経てばディジタルコピーをすることができるのか、あ
るいは時間が経ってもディジタルコピーをすることはできないのかなどが、利用者にとっ
ては不明であり、利用者がとまどうことが多い。
【００１１】
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上述したような著作権保護等のための複製管理情報は、複製記録操作にともなってメモリ
の所定領域に格納され、複製操作時に、複製操作履歴等を管理するために、記録装置の動
作を制御するＣＰＵ（中央処理装置）によりアクセスされる。ＣＰＵは、例えばマイクロ
プロセッサ等を用いて構成され、複製管理情報を格納する記憶領域を有するメモリは、そ
のＣＰＵの内部または外部に配設されて、複製履歴の管理に供される。
【００１２】
もしも、ディジタル記録による高速複製記録に何も制限をつけない場合には、あるＣＤを
通常速度で複製記録する場合に比べ、複製記録速度の乗数に比例した数の複製を作成する
ことが可能となり、著作権を保護することができなくなる可能性がある。そこで、特開平
１１－５３８１８号公報等においては、例えば高速記録の開始から予め定めた所定時間に
ついては、同一のＣＤの複製の高速記録を禁止することとしている。
【００１３】
このように、同一ＣＤについて、所定時間内における再度の複製高速記録を禁止すること
によって、著作権をより適正に保護することが可能となるが、高速記録による複製をとる
ことができずに、通常記録となった場合に、利用者にとっては、「なぜ高速記録をするこ
とができなかったのか」が明確でない。
【００１４】
この発明は、上述した事情に鑑みてなされたもので、複製管理情報の履歴監視に基づき前
回の記録から所定時間内における同一対象情報の複製記録を防止し且つその旨を利用者が
明確に把握することができ、著作権保護等の複製操作履歴の管理を適正に且つ明確に行う
ことを可能とする を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、この発明の第１の観点による記録システムは、
複製管理情報を含む対象情報を記録媒体に記録するに際し、前記複製管理情報を用いて複
製履歴を参照し、前記記録媒体への前記対象情報の記録を制限する記録システムにおいて
、
前記対象情報の複製を前記記録媒体に高速記録する旨の高速記録指示操作を検出する操作
検出手段と、
前記操作検出手段によって高速記録指示操作が検出されたときに、前記対象情報の記録動
作に先立って、前記複製管理情報に基づく複製履歴を参照し、前記対象情報の直前の複製
記録開始以後の経過時間が所定の禁止時間を超えているか否かを判別する判別手段と、
前記判別手段により、前記禁止時間を経過していないと判別された場合、前記対象情報の
複製を高速記録できない旨を報知する報知手段と、
前記判別手段により、前記禁止時間を経過していると判別された場合には、前記対象情報
の新たな複製の高速記録を行わせ、前記禁止時間を経過していないと判別された場合には
、前記対象情報の複製の高速記録を抑止する記録動作制御手段と、

【００１６】
この記録システムは、複製管理情報の履歴監視に基づき前回の記録開始から所定時間内に
おける同一対象情報の高速記録を防止し且つその旨を表示する。従って、利用者が記録動
作の状況を把握することができ、高速記録による大量の複製を防止できる。
【００１７】
前記記録動作制御手段は、前記判別手段により、前記禁止時間を経過していないと判別さ
れた場合に、前記対象情報の高速記録以外の複製記録を選択的に可能とする手段を含んで
いてもよい。
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記録システム

を具備し、
　前記判別手段は、前記禁止時間を経過していないと判別した場合に、当該禁止時間の残
り時間を求める残時間算出手段を含み、
　前記報知手段は、前記残時間算出手段により特定された残り時間を報知する手段を含む
、
ことを特徴とする。



【００１８】
前記報知手段は、前記判別手段により、前記禁止時間を経過していないと判別された場

合、前記禁止時間の残り時間以外の前記対象情報に関する情報を報知する手段を含んでい
てもよい。
前記所定の禁止時間は、７４分であることが望ましい。
【００２３】
この発明の第２の観点による記録方法は、
複製管理情報を含む記録対象情報を、低速記録と高速記録の少なくとも２つの記録速度を
含む複数種類の記録速度のいずれかを選択して記録媒体に書き込む方法であって、
前記記録対象情報を高速記録で記録媒体に記録する旨の高速記録指示操作を検出し、
前記高速記録指示操作が検出されたときに、複製管理情報と複製の履歴情報とに基づいて
、直前の複製記録開始から所定の禁止時間が経過しているか否かを判別し、
禁止時間が経過していないと判別された場合に、高速記録による複製記録を禁止する旨を
報知 、
禁止時間が経過していると判別された場合には、前記複製の履歴情報に複製管理情報と複
製記録開始時刻とを追加すると共に前記記録対象情報を高速記録で記録媒体に記録する、
ことを特徴とする。
【００２４】
この記録方法によっても、高速記録による大量の複製を防止し、著作権を適切に保護でき
る。しかも、高速記録が禁止されている が報知されるので、利用者は禁止された を
認識し、記録動作の状況を把握することができる。
【００２５】
この発明の第３の観点によるコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、
コンピュータを、
複製管理情報を含む対象情報を記録媒体に書き込む書込み部と、
前記対象情報の複製を前記記録媒体に高速記録する旨の高速記録指示操作を検出する操作
検出部と、
前記操作検出部によって高速記録指示操作が検出されたときに、前記対象情報から抽出し
た前記複製管理情報およびそれによる複製履歴に基づき、その対象情報の高速記録の可否
を、直前の複製記録開始から所定の禁止時間を経過したか否かを判別することによって弁
別する管理情報処理部と、
前記管理情報処理部の弁別結果に基づいて前記書込み部による前記対象情報の前記記録媒
体への記録動作を制御する記録動作制御部と、
前記管理情報処理部が、高速記録を許容しない場合には、前記対象情報を高速記録で記録
できない旨を報知する高速記録不可報知部、

プログラムを記録したことを特徴とする。
【００２６】
また、この発明の第４の観点によるコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、
ディジタルデータを、低速記録と高速記録の少なくとも２つの記録速度を含む複数種類の
記録速度のいずれかを選択して記録媒体に書き込む機能を有するコンピュータに、
前記ディジタルデータを高速記録で記録媒体に記録する旨の高速記録指示操作を検出し、
　前記高速記録指示操作が検出されたときに、複製管理情報と複製の履歴情報とに基づい
て、直前の複製記録開始から所定の禁止時間が経過しているか否かを判別し、
禁止時間が経過していないと判別された場合に、高速記録による複製記録を禁止する旨を
報知 、
禁止時間が経過していると判別された場合には、前記複製の履歴情報に複製管理情報と複
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するとともに 当該禁止時間の残り時間を求めて特定された残り時間を報知し、

旨 こと

として機能させ、
　前記管理情報処理部は、前記禁止時間を経過していないと判別した場合に、当該禁止時
間の残り時間を求める残時間算出手段を含み、
　前記高速記録不可報知部は、前記残時間算出手段により特定された残り時間を報知する
手段を含む、
とする

するとともに 当該禁止時間の残り時間を求めて特定された残り時間を報知し、



製記録開始時刻とを追加すると共に前記ディジタルデータを高速記録で記録媒体に記録す
る、
処理を実行させるためのプログラムを記録したことを特徴とする。
【００２７】
なお、ここで言うコンピュータとは、いわゆるＰＣ（パーソナルコンピュータ）に限定さ
れるものではなく、プログラムを解釈実行して動作し、ディジタルデータの複製が可能な
様々な装置を意味する。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図１は、この発明の第１の実施
の形態に係る記録システムを採用したＣＤ／ＭＤシステムの構成を示しており、図２はそ
の要部の機能構成を示している。
【００２９】
図１に示すＣＤ／ＭＤシステムは、この発明に係る記録システムを用いてＣＤの情報をＭ
Ｄにダビングする機能を有し、ＣＤ駆動部１、読み出し部２、ＣＰＵ（中央処理部）３、
メモリ４、書込み部５、ＭＤ駆動部６、表示部７および操作部８を備えている。図１にお
けるブロック間を結ぶ矢印のうち、実線はデータまたは制御情報を含むデータの信号線を
示し、破線は制御情報のみの信号線を示している。
【００３０】
ＣＤ駆動部１は、ＣＤをセットして駆動し、再生に供する。読み出し部２は、ＣＤ駆動部
１にＣＤの記録面に対峙して設けた光学ヘッド２ａを介して、ＣＤから記録情報を読み出
す。ＣＰＵ３は、例えばマイクロプロセッサ等を用いて構成され、操作部８の操作に応答
して各種機能を達成する。ＣＰＵ３は、ＣＤからＭＤへの高速ダビングすなわち複製の高
速記録が指示されたときは、読み出し部２を介してＣＤの記録情報を読み出して、読み出
した情報から複製管理情報、例えば、著作権情報、を抽出し、且つメモリ４の著作権情報
の格納領域における著作権情報の格納状況を調べて、そのＣＤの複製の高速記録が許可さ
れない場合には、高速記録を抑止する。
【００３１】
なお、この例では、高速記録が指示された際に、メモリ４に既に同一の著作権情報が記憶
されていない場合にのみ、著作権の許容する範囲内として高速記録を行うことができる。
一旦、著作権情報が記憶されると同一の著作権情報を有する情報については、高速記録を
行うと、短時間に多くの複製が作られ、著作権を侵害するおそれがあるとして、高速記録
を禁止する。
【００３２】
ここで、著作権情報は、著作権を識別するＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ～識別情報）を含
む情報とし、例えば、曲名、作者、アーティスト名および演奏時間等を有するＴＯＣ（目
次）情報の一部または全部を含んでいてもよく、著作権識別用の特別な情報でもよい。さ
らに、著作権情報には、必要に応じて複製の許可／禁止を直接示す情報を含む場合もある
。なお、複製管理情報としては、このような著作権情報の代りとなる他の情報、あるいは
別途に定めた特定のフラグまたはコード等のような複製の判別を可能とする他の特別な情
報であってもよい。
【００３３】
すなわち、ＣＰＵ３は、ＣＤから読み出した情報から抽出した著作権情報を解読すること
ができ、さらにメモリ４の著作権情報の格納領域を参照して、既に記憶されている著作権
情報のＩＤと一致しない場合にのみ、著作権情報をメモリ４に格納し、高速記録動作を許
可して、書込み部５に高速記録動作を指示する。なお、メモリ４に格納した著作権情報は
、書込み開始以後、予め設定した所定の禁止時間の間保持され、この所定の禁止時間を過
ぎるとＣＰＵ３によりメモリ４から削除される。つまり、ＣＰＵ３は、メモリ４に著作権
情報を格納すると、該当するＣＤの複製の書込み開始以後の時間をＣＤ毎に計測し、所定
の禁止時間を過ぎると格納した著作権情報をメモリ４から削除する。
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【００３４】
ＣＤから読み出した情報から抽出した著作権情報が、そのＩＤがメモリ４に既に記憶され
ている著作権情報のＩＤと一致するなど複製禁止とすべきことを示している場合、および
著作権情報を解読することができない場合には、ＣＰＵ３は、著作権を保護するため、高
速記録動作を禁止する。ここで、ＣＰＵ３は、新たに抽出した著作権情報のＩＤが、メモ
リ４に既に記憶されている著作権情報のＩＤと一致するために高速記録動作を禁止する場
合には、その禁止時間の残量、すなわち残り時間、を算出し、その残り時間を表示部７に
表示させる。この表示部７による残り時間の表示は、文字による表示としても、音声合成
信号を用いたアナウンスによる音声表示としてもよく、またそれらの組合わせとしてもよ
い。さらに、残り時間の表示に加えて、所定の禁止時間内に２度目またはそれ以上の複製
高速記録が指示されたために高速記録を禁止する旨を、文字表示、音声表示、図形表示お
よび警報の鳴動等のいずれかにより表示部７に表示させるようにしてもよい。
【００３５】
メモリ４は、例えば、不揮発性ＲＡＭ（ＮＶＲＡＭ）等からなり、複製管理情報としての
著作権情報を格納する格納領域を有する。書込み部５は、高速記録動作時等の記録動作時
には、ＣＰＵ３の制御により、読み出し部２で読み出されたオーディオ情報等の情報を、
ＭＤ駆動部６にセットされたＭＤの記録面に対峙する光学ヘッド５ａを介して、そのＭＤ
に書き込む。ＭＤ駆動部６は、ＭＤをセットして駆動し、そのＭＤに光学ヘッド５ａを介
して書込み部５による記録を行わせる。
【００３６】
表示部７は、ＣＰＵ３により制御されて、文字表示部による文字表示および音声合成等を
用いた音声表示部による音声表示のうちの少なくとも一方による表示を行う機能を有し、
禁止時間の残り時間を報知することができる。表示部７は、ＣＰＵ３により制御されて、
このＣＤ／ＭＤシステムにおけるその他の動作状態等をも表示する。操作部８は、ユーザ
により操作され、その操作に基づいて、このＣＤ／ＭＤシステムの高速記録等の動作等を
指示するための情報をＣＰＵ３に与える。
【００３７】
ＣＰＵ３は、図２に示すように、読み出し情報処理部３１、著作権情報確認部３２、ＩＤ
照合部３３、禁止時間残量算出部３４、メモリアクセス制御部３５、禁止時間残量報知部
３６、著作権情報記憶制御部３７、および記録動作制御部３８としての機能を有している
。これら各部は、かならずしもハードウェアにより構成する必要はなく、ソフトウェアに
よる処理機能として実現することもできる。
【００３８】
読み出し情報処理部３１は、読み出し部２によりＣＤから読み出した情報を処理し、複製
管理情報として、この場合著作権情報を抽出する。著作権情報確認部３２は、読み出し情
報処理部３１で抽出された著作権情報が、ＣＤから読み出した情報の複製可能を示す（複
製禁止となっていない）適正な著作権情報であるか否かを確認する。ＩＤ照合部３３は、
著作権情報確認部３２により確認された著作権情報と一致するＩＤを持つ著作権情報が、
メモリ４の著作権情報の格納領域に既に格納されているか否かを、メモリアクセス制御部
３５を介して確認する。
【００３９】
禁止時間残量算出部３４は、ＩＤ照合部３３において同一のＩＤを持つ著作権情報がメモ
リ４の著作権情報の格納領域に既に格納されていると判定された場合に、記録動作制御部
３８を介して複製の高速記録を禁止するとともに、予め設定された所定の禁止時間、例え
ばＣＤ全曲の複製高速記録の場合、ＣＤの最大記録時間７４分、に対する残り時間を算出
して、残り時間情報を禁止時間残量報知部３６に与える。メモリアクセス制御部３５は、
著作権情報確認部３２、ＩＤ照合部３３および著作権情報記憶制御部３７によるメモリ４
の著作権情報の格納領域のアクセスを制御する。禁止時間残量報知部３６は、禁止時間残
量算出部３４から与えられた残り時間情報に基づき、残り時間を表示部７を介して文字ま
たは音声等により報知する。このとき、著作権保護のための禁止時間中につき複製の高速
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記録、つまり高速ダビング、が禁止されている旨を併せて表示するようにしてもよい。
【００４０】
著作権情報記憶制御部３７は、著作権情報確認部３２により確認された著作権情報と一致
するＩＤを持つ著作権情報が、メモリ４の著作権情報の格納領域に未だに格納されていな
いと、ＩＤ照合部３３において判定された場合に、メモリアクセス制御部３５を介してそ
の著作権情報を、メモリ４の著作権情報の格納領域に記憶させ、且つ記録動作制御部３８
を介して書込み部５を制御して、読み出し部２によってＣＤから読み出された情報を高速
記録動作によりＭＤに書き込ませる。記録動作制御部３８は、著作権情報記憶制御部３７
により指示された場合にのみ、書込み部５により、ＣＤから読み出された情報の複製を高
速記録させ、それ以外の場合には複製の高速記録を行わせない。
【００４１】
なお、ＩＤ照合部３３および禁止時間残量算出部３４により、複製の高速記録動作に先立
って、著作権情報に基づく複製履歴を参照し、該当情報の直前の複製記録開始以後の経過
時間が所定の禁止時間を超えているか否かを判別し、禁止時間を超えていない場合にはそ
の残り時間を求める判別手段を構成する。禁止時間残量算出部３４および禁止時間残量報
知部３６により、禁止時間を経過していないと判別された場合に、禁止時間の残り時間を
報知する報知手段を構成する。そして、著作権情報記憶制御部３７および記録動作制御部
３８により、高速記録していない、または高速記録後禁止時間を経過していると判別され
た場合に、新たな複製の高速記録を行わせ、禁止時間中であると判別された場合には、複
製の高速記録を抑止する記録動作制御手段を構成する。
【００４２】
また、著作権情報確認部３２およびＩＤ照合部３３により、複製管理情報として著作権情
報およびそれによる複製履歴に基づき、その対象情報の記録の可否を弁別する管理情報処
理部を構成する。
【００４３】
次に、図１および図２のＣＤ／ＭＤシステムの動作における予め設定された一定の所定時
間について高速ダビング、つまり高速の複製記録を禁止する所定時間内高速複製禁止処理
の流れについて図３に示すフローチャートを参照して説明する。
【００４４】
操作部８の操作により、例えばＣＤからＭＤへの高速ダビング動作、つまり複製の高速記
録動作、が指示されると、図３に示すような所定時間内高速複製禁止処理が開始される。
所定時間内高速複製禁止処理が開始されると、ＣＰＵ３は、読み出し情報処理部３１にて
抽出された著作権情報が複製可能として解読されたか否かを著作権情報確認部３２にて判
別し（ステップＳ１１）、複製可能であると解読された場合には、ＩＤ照合部３３によっ
てその著作権情報に含まれるＩＤとＩＤが一致するものが、メモリ４の格納領域に既に格
納されている著作権情報中に存在するか否かを判別する（ステップＳ１２）。
【００４５】
ステップＳ１２において、その著作権情報に含まれるＩＤに一致するＩＤを有する著作権
情報が、格納領域に既に格納されているとＩＤ照合部３３が判定した場合、禁止時間残量
算出部３４において、高速ダビングが禁止されている時間、つまり複製の高速記録の禁止
時間の残量である残り時間を算出し、禁止時間残量報知部３６を介して表示部７により、
その残り時間を報知させて（ステップＳ１３）、記録動作制御部３８に対して高速記録動
作を禁止し（ステップＳ１４）、処理を終了して、定常状態に戻る。
【００４６】
ステップＳ１２において、その著作権情報と、格納領域に既に格納されているすべての著
作権情報とのＩＤが一致しないと判定された場合には、著作権情報記憶制御部３７により
、その著作権情報を、以後、所定の禁止時間についての高速記録を禁止としてメモリ４の
格納領域に格納し（ステップＳ１５）、対応するＣＤから読み出した情報のＭＤへの高速
記録を許可し（ステップＳ１６）、記録動作制御部３８を介して書込み部５による高速書
込み動作を行わせて、処理を終了して定常状態に戻る。
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【００４７】
ステップＳ１１において、読み出し情報処理部３１にて抽出された著作権情報が複製可能
として解読されない場合、つまり著作権情報が解読できないとき、または複製禁止として
解読されたとき、著作権情報確認部３２は、記録動作制御部３８に対して高速記録動作を
禁止し（ステップＳ１７）、処理を終了して定常状態に戻る。
【００４８】
なお、ステップＳ１３において、禁止時間残量算出部３４が算出する禁止時間の残量、つ
まり残り時間は、同一のＩＤを有する著作権情報に対して前回のステップＳ１５において
設定された、例えば、ＣＤの最大記録許容時間である７４分等の複数の同時複製を排除す
るための禁止時間の残り時間である。禁止時間残量報知部３６による残り時間の報知は、
文字表示画面への文字による表示または音声合成信号を用いた音声による表示等のいずれ
でもよく、これらの組合わせでもよい。また、残り時間の報知と同時に、上述したように
、著作権保護のための禁止時間中につき複製の高速記録、つまり高速ダビング、が禁止さ
れている旨を報知してもよい。
【００４９】
上述したように、ＣＤ等の著作権を保護するためにメモリ４に格納される著作権情報等の
複製管理情報に基づき、予め設定した所定の禁止時間内、例えばディスク全曲の高速ダビ
ングの場合には、最大記録時間７４分等の禁止時間内、に再度高速ダビングが行われよう
とした場合は、その複製の高速記録処理を禁止し、禁止時間の残り時間を文字または音声
で報知して、その旨を利用者に知らせるようにした。
【００５０】
すなわち、ＣＤ駆動部１にセットしたＣＤから、ＭＤ駆動部６にセットしたＭＤに高速記
録によりダビングする場合には、操作部８により、高速ダビングのための高速記録動作が
指示操作されると、ＣＤから読み出し部２を介して著作権情報を読み出し、この著作権情
報をＣＰＵ３に取り込む。ＣＰＵ３は、メモリ４に格納されている著作権情報とＣＤから
読み出した著作権情報を比較し、これらが一致した場合、その禁止時間の残り時間を求め
て表示部７にて表示し、複製の高速記録処理を禁止する。高速記録を禁止する旨の報知は
、文字によるものでもよく、音声によるものでもよい。
【００５１】
このとき、ＣＰＵ３においては、著作権情報確認部３２により、著作権情報が読み込めた
か否かを検知し、読み込めた場合には、ＩＤ照合部３３において、メモリ４に記憶してい
る情報と一致するか否かを判別する。一致した場合には、この複製の高速記録操作時の直
前の所定の禁止時間（例えば７４分）の間に同じＣＤについて高速ダビング操作が行われ
たされたことを示す。そこで、同一のＣＤの高速ダビングが次に可能となるまでの時間、
つまり禁止時間の残り時間、を表示部７により報知させる。この報知は、文字による表示
の代わりに音声による表示であってもよい。このようにして、所定の禁止時間内の複数回
の高速ダビング動作を阻止する。
【００５２】
このようにして、著作権保護ができてしかも利用者にも高速ダビングができない旨および
可能となるまでの時間を報知して、故障や操作の失敗ではないことが明確となり、操作性
が向上する。
【００５３】
なお、著作権を保護するために、複製書込み世代数を１世代でなく予め規定した所定世代
（ｎ世代）に制限する場合もあると考えられ、そのような場合には、著作権情報等の複製
管理情報を用いて、世代管理を行うようにすればよい。
【００５４】
（第２の実施の形態）
図４は、この発明の第２の実施の形態に係る記録システムを採用したＣＤ／ＭＤシステム
の要部の機能構成を示している。この場合、残り時間の表示と共にＣＤのタイトルおよび
アーティスト名等の著作権情報を表示させるようにしている。図１に示す構成との相違は
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、ＣＰＵ３に代えて、メモリ４の著作権情報の内容の少なくとも一部を禁止時間の残り時
間と共に報知させるＣＰＵ３Ａを用いている点である。すなわち、図４に示すＣＰＵ３Ａ
は、図２のＣＰＵ３における著作権情報確認部３２および禁止時間残量報知部３６に代え
て、著作権情報確認部３２Ａおよび禁止時間残量報知部３６Ａをそれぞれ設けている。
【００５５】
ＣＰＵ３Ａは、やはりマイクロプロセッサ等を用いて構成され、操作部８の操作に応答し
て各種機能を達成する。ＣＰＵ３Ａは、ＣＤからＭＤへの高速ダビングすなわち複製の高
速記録が指示されたときは、読み出し部２を介してＣＤの記録情報を読み出して、読み出
した情報から複製管理情報、例えば、著作権情報、を抽出し、且つメモリ４の著作権情報
の格納領域における著作権情報の格納状況を調べて、そのＣＤの複製の高速記録が許可さ
れない場合には、高速記録を抑止する。
【００５６】
すなわち、ＣＰＵ３Ａは、ＣＤから読み出した情報から抽出した著作権情報を解読するこ
とができ、さらにメモリ４の著作権情報の格納領域を参照して、既に記憶されている著作
権情報のＩＤと一致しない場合にのみ、著作権情報をメモリ４に格納し、高速記録動作を
許可して、書込み部５に高速記録動作を指示する。なお、メモリ４に格納した著作権情報
は、書込み開始以後、予め設定した所定の禁止時間の間保持され、この所定の禁止時間を
過ぎるとＣＰＵ３Ａによりメモリ４から削除される。つまり、ＣＰＵ３Ａは、メモリ４に
著作権情報を格納すると、該当するＣＤの複製の書込み開始以後の時間を著作権情報毎に
計測し、所定の禁止時間を過ぎると格納した著作権情報をメモリ４から削除する。
【００５７】
ＣＤから読み出した情報から抽出した著作権情報が、そのＩＤがメモリ４に既に記憶され
ている著作権情報のＩＤと一致するなど複製禁止とすべきことを示している場合、および
著作権情報を解読することができない場合には、ＣＰＵ３Ａは、著作権を保護するため、
高速記録動作を禁止する。ここで、ＣＰＵ３Ａは、新たに抽出した著作権情報のＩＤが、
メモリ４に既に記憶されている著作権情報のＩＤと一致するために高速記録動作を禁止す
る場合には、その禁止時間の残量、すなわち残り時間、を算出し、その残り時間を表示部
７により報知させる。この表示部７による残り時間の報知は、文字による表示としても、
音声合成信号を用いたアナウンスによる音声表示としてもよく、またそれらの組合わせと
してもよい。この場合、残り時間の報知に加えて、著作権情報の少なくとも一部、例えば
ＣＤのタイトルおよびアーティスト名等を表示部７により報知する。さらに、所定の禁止
時間内に２度目またはそれ以上の複製高速記録が指示されたために高速記録を禁止する旨
を表示部７に表示させるようにしてもよい。
【００５８】
メモリ４は、不揮発性ＲＡＭ等からなり、複製管理情報としての著作権情報を格納する格
納領域を有する。書込み部５は、高速記録動作時等の記録動作時には、ＣＰＵ３Ａの制御
により、読み出し部２で読み出されたオーディオ情報等の情報を、ＭＤ駆動部６にセット
されたＭＤの記録面に対峙する光学ヘッド５ａを介して、そのＭＤに書き込む。ＭＤ駆動
部６は、ＭＤをセットして駆動し、そのＭＤに光学ヘッド５ａを介して書込み部５による
記録を行わせる。
【００５９】
表示部７は、ＣＰＵ３Ａにより制御されて、文字表示部による文字表示および音声合成等
を用いた音声表示部による音声表示のうちの少なくとも一方による表示を行う機能を有し
、禁止時間の残り時間および著作権情報の少なくとも一部を報知することができる。表示
部７は、ＣＰＵ３Ａにより制御されて、このＣＤ／ＭＤシステムにおけるその他の動作状
態等をも表示する。操作部８は、ユーザにより操作され、その操作に基づいて、このＣＤ
／ＭＤシステムの高速記録等の動作等を指示するための情報をＣＰＵ３Ａに与える。
【００６０】
ＣＰＵ３Ａの読み出し情報処理部３１は、読み出し部２によりＣＤから読み出した情報を
処理し、複製管理情報として、この場合著作権情報を抽出する。著作権情報確認部３２Ａ
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は、読み出し情報処理部３１で抽出された著作権情報が、ＣＤから読み出した情報の複製
可能を示す適正な著作権情報であるか否かを確認するとともに、この著作権情報を一旦保
持する。ＩＤ照合部３３は、著作権情報確認部３２Ａにより確認された著作権情報と一致
するＩＤを持つ著作権情報が、メモリ４の著作権情報の格納領域に既に格納されているか
否かを、メモリアクセス制御部３５を介して確認する。
【００６１】
禁止時間残量算出部３４は、ＩＤ照合部３３において同一のＩＤを持つ著作権情報がメモ
リ４の著作権情報の格納領域に既に格納されていると判定された場合に、記録動作制御部
３８を介して複製の高速記録を禁止するとともに、予め設定された所定の禁止時間、例え
ば７４分、に対する残り時間を算出して、残り時間情報を禁止時間残量報知部３６Ａに与
える。メモリアクセス制御部３５は、著作権情報確認部３２Ａ、ＩＤ照合部３３および著
作権情報記憶制御部３７によるメモリ４の著作権情報の格納領域のアクセスを制御する。
禁止時間残量報知部３６Ａは、禁止時間残量算出部３４から与えられる残り時間情報およ
び著作権情報確認部３２Ａに保持されている著作権情報に基づき、残り時間、ＣＤのタイ
トルおよびアーティスト名等を表示部７を介して文字または音声等により報知する。この
とき、著作権保護のための禁止時間中につき複製の高速記録、つまり高速ダビング、が禁
止されている旨を併せて表示するようにしてもよい。
【００６２】
著作権情報記憶制御部３７は、著作権情報確認部３２Ａにより確認された著作権情報と一
致するＩＤを持つ著作権情報が、メモリ４の著作権情報の格納領域に未だ格納されていな
いと、ＩＤ照合部３３において判定された場合に、メモリアクセス制御部３５を介してそ
の著作権情報を、メモリ４の著作権情報の格納領域に記憶させ、且つ記録動作制御部３８
を介して書込み部５を制御して、読み出し部２によってＣＤから読み出された情報を高速
記録動作によりＭＤに書き込ませる。記録動作制御部３８は、著作権情報記憶制御部３７
により指示された場合にのみ、書込み部５により、ＣＤから読み出された情報の複製を高
速記録させ、それ以外の場合には複製の高速記録を行わせない。
【００６３】
次に、図４のＣＤ／ＭＤシステムの動作における所定時間内高速複製禁止処理の流れにつ
いて図５に示すフローチャートを参照して説明する。
【００６４】
操作部８の操作により、例えばＣＤからＭＤへの高速ダビング動作、つまり複製の高速記
録動作、が指示されると、図５に示すような所定時間内高速複製禁止処理が開始される。
所定時間内高速複製禁止処理が開始されると、ＣＰＵ３Ａは、読み出し情報処理部３１に
て抽出された著作権情報が複製可能として解読されたか否かを著作権情報確認部３２Ａに
て判別し（ステップＳ２１）、複製可能であると解読された場合には、ＩＤ照合部３３に
よってその著作権情報に含まれるＩＤとＩＤが一致するものが、メモリ４の格納領域に既
に格納されている著作権情報中に存在するか否かを判別する（ステップＳ２２）。
【００６５】
ステップＳ２２において、その著作権情報に含まれるＩＤと一致するＩＤを有する著作権
情報が、格納領域に既に格納されているとＩＤ照合部３３が判定した場合、禁止時間残量
算出部３４において、高速ダビングが禁止されている禁止時間の残量である残り時間を算
出し、禁止時間残量報知部３６Ａを介して表示部７により、その残り時間を報知させると
ともに、著作権情報確認部３２Ａに保持されている著作権情報の少なくとも一部を取り出
し、禁止時間残量報知部３６Ａを介して表示部７により報知させて（ステップＳ２３）、
記録動作制御部３８に対して高速記録動作を禁止し（ステップＳ２４）、処理を終了して
、定常状態に戻る。
【００６６】
ステップＳ２２において、その著作権情報と、格納領域に既に格納されているすべての著
作権情報とのＩＤが一致しないと判定された場合には、著作権情報記憶制御部３７により
、その著作権情報を、以後、所定の禁止時間についての高速記録を禁止としてメモリ４の
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格納領域に格納し（ステップＳ２５）、対応するＣＤから読み出した情報のＭＤへの高速
記録を許可し（ステップＳ２６）、記録動作制御部３８を介して書込み部５による高速書
込み動作を行わせて、処理を終了して定常状態に戻る。
【００６７】
ステップＳ２１において、読み出し情報処理部３１にて抽出された著作権情報が複製可能
として解読されない場合、つまり著作権情報が解読できないとき、または複製禁止として
解読されたとき、著作権情報確認部３２Ａは、記録動作制御部３８に対して高速記録動作
を禁止し（ステップＳ２７）、処理を終了して定常状態に戻る。
【００６８】
なお、ステップＳ２３において、禁止時間残量算出部３４が算出する禁止時間の残量、つ
まり残り時間、は、同一のＩＤを有する著作権情報に対して前回のステップＳ２５におい
て設定された禁止時間の残り時間である。禁止時間残量報知部３６Ａによる残り時間およ
び著作権情報の報知は、文字表示画面への文字による表示または音声合成信号を用いた音
声による表示等のいずれでもよく、これらの組合わせでもよい。
【００６９】
（第３の実施の形態）
図６は、この発明の第３の実施の形態に係る記録システムを採用したＣＤ／ＭＤシステム
の要部の機能構成を示している。この場合、残り時間の表示と共に複製記録が可能となる
日時を表示させるようにしている。図１に示す構成との相違は、ＣＰＵ３に代えて、禁止
時間が満了し記録可能となる日時を禁止時間の残り時間と共に報知させるＣＰＵ３Ｂを用
いている点である。すなわち、図６に示すＣＰＵ３Ｂは、図２のＣＰＵ３における禁止時
間残量報知部３６に代えて、禁止時間残量報知部３６Ｂを設けている。
【００７０】
ＣＰＵ３Ｂは、マイクロプロセッサ等を用いて構成され、操作部８の操作に応答して各種
機能を達成する。ＣＰＵ３Ｂは、ＣＤからＭＤへの高速ダビングすなわち複製の高速記録
が指示されたときは、読み出し部２を介してＣＤの記録情報を読み出して、読み出した情
報から複製管理情報、例えば、著作権情報、を抽出し、且つメモリ４の著作権情報の格納
領域における著作権情報の格納状況を調べて、そのＣＤの複製の高速記録が許可されない
場合には、高速記録を抑止する。
【００７１】
すなわち、ＣＰＵ３Ｂは、ＣＤから読み出した情報から抽出した著作権情報を解読するこ
とができ、さらにメモリ４の著作権情報の格納領域を参照して、既に記憶されている著作
権情報のＩＤと一致しない場合にのみ、著作権情報をメモリ４に格納し、高速記録動作を
許可して、書込み部５に高速記録動作を指示する。なお、メモリ４に格納した著作権情報
は、書込み開始以後、予め設定した所定の禁止時間の間保持され、この所定の禁止時間を
過ぎるとＣＰＵ３Ｂによりメモリ４から削除される。つまり、ＣＰＵ３Ｂは、メモリ４に
著作権情報を格納すると、該当するＣＤの複製の書込み開始以後の時間を著作権情報毎に
計測し、所定の禁止時間を過ぎると格納した著作権情報をメモリ４から削除する。
【００７２】
ＣＤから読み出した情報から抽出した著作権情報が、そのＩＤがメモリ４に既に記憶され
ている著作権情報のＩＤと一致するなど複製禁止とすべきことを示している場合、および
著作権情報を解読することができない場合には、ＣＰＵ３Ｂは、著作権を保護するため、
高速記録動作を禁止する。ここで、ＣＰＵ３Ｂは、新たに抽出した著作権情報のＩＤが、
メモリ４に既に記憶されている著作権情報のＩＤと一致するために高速記録動作を禁止す
る場合には、その禁止時間の残量、すなわち残り時間、を算出し、その残り時間を表示部
７により報知させる。この表示部７による残り時間の報知は、文字による表示としても、
音声合成信号を用いたアナウンスによる音声表示としてもよく、またそれらの組合わせと
してもよい。この場合、残り時間の報知に加えて、禁止時間が満了し、高速記録が可能と
なる日時を算出し、表示部７により報知する。さらに、所定の禁止時間内に２度目または
それ以上の複製高速記録が指示されたために高速記録を禁止する旨を表示部７に表示させ
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るようにしてもよい。
【００７３】
メモリ４は、不揮発性ＲＡＭ等からなり、複製管理情報としての著作権情報を格納する格
納領域を有する。書込み部５は、高速記録動作時等の記録動作時には、ＣＰＵ３Ｂの制御
により、読み出し部２で読み出されたオーディオ情報等の情報を、ＭＤ駆動部６にセット
されたＭＤの記録面に対峙する光学ヘッド５ａを介して、そのＭＤに書き込む。ＭＤ駆動
部６は、ＭＤをセットして駆動し、そのＭＤに光学ヘッド５ａを介して書込み部５による
記録を行わせる。
【００７４】
表示部７は、ＣＰＵ３Ｂにより制御されて、文字表示部による文字表示および音声合成等
を用いた音声表示部による音声表示のうちの少なくとも一方による表示を行う機能を有し
、禁止時間の残り時間および高速記録が可能となる日時を報知することができる。表示部
７は、ＣＰＵ３Ｂにより制御されて、このＣＤ／ＭＤシステムにおけるその他の動作状態
等をも表示する。操作部８は、ユーザにより操作され、その操作に基づいて、このＣＤ／
ＭＤシステムの高速記録等の動作等を指示するための情報をＣＰＵ３Ｂに与える。
【００７５】
ＣＰＵ３Ｂの読み出し情報処理部３１は、読み出し部２によりＣＤから読み出した情報を
処理し、複製管理情報として、この場合著作権情報を抽出する。著作権情報確認部３２は
、読み出し情報処理部３１で抽出された著作権情報が、ＣＤから読み出した情報の複製可
能を示す適正な著作権情報であるか否かを確認する。ＩＤ照合部３３は、著作権情報確認
部３２により確認された著作権情報と一致するＩＤを持つ著作権情報が、メモリ４の著作
権情報の格納領域に既に格納されているか否かを、メモリアクセス制御部３５を介して確
認する。
【００７６】
禁止時間残量算出部３４は、ＩＤ照合部３３において同一のＩＤを持つ著作権情報がメモ
リ４の著作権情報の格納領域に既に格納されていると判定された場合に、記録動作制御部
３８を介して複製の高速記録を禁止するとともに、予め設定された所定の禁止時間、例え
ば７４分、に対する残り時間を算出して、残り時間情報を禁止時間残量報知部３６Ｂに与
える。メモリアクセス制御部３５は、著作権情報確認部３２、ＩＤ照合部３３および著作
権情報記憶制御部３７によるメモリ４の著作権情報の格納領域のアクセスを制御する。禁
止時間残量報知部３６Ｂは、禁止時間残量算出部３４から与えられる残り時間情報に基づ
き、禁止時間が満了して再度の高速記録が可能となる日時を算定し、残り時間および高速
記録可能日時等を表示部７を介して文字または音声等により報知する。このとき、著作権
保護のための禁止時間中につき複製の高速記録、つまり高速ダビング、が禁止されている
旨を併せて表示するようにしてもよい。
【００７７】
著作権情報記憶制御部３７は、著作権情報確認部３２により確認された著作権情報と一致
するＩＤを持つ著作権情報が、メモリ４の著作権情報の格納領域に未だに格納されていな
いと、ＩＤ照合部３３において判定された場合に、メモリアクセス制御部３５を介してそ
の著作権情報を、メモリ４の著作権情報の格納領域に記憶させ、且つ記録動作制御部３８
を介して書込み部５を制御して、読み出し部２によってＣＤから読み出された情報を高速
記録動作によりＭＤに書き込ませる。記録動作制御部３８は、著作権情報記憶制御部３７
により指示された場合にのみ、書込み部５により、ＣＤから読み出された情報の複製を高
速記録させ、それ以外の場合には複製の高速記録を行わせない。
【００７８】
次に、図６のＣＤ／ＭＤシステムの動作における所定時間内高速複製禁止処理の流れにつ
いて図７に示すフローチャートを参照して説明する。
【００７９】
操作部８の操作により、例えばＣＤからＭＤへの高速ダビング動作、つまり複製の高速記
録動作、が指示されると、図７に示すような所定時間内高速複製記録禁止処理が開始され
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る。所定時間内高速複製禁止処理が開始されると、ＣＰＵ３Ｂは、読み出し情報処理部３
１にて抽出された著作権情報が複製可能として解読されたか否かを著作権情報確認部３２
にて判別し（ステップＳ３１）、複製可能であると解読された場合には、ＩＤ照合部３３
によってその著作権情報に含まれるＩＤとＩＤが一致するものが、メモリ４の格納領域に
既に格納されている著作権情報中に存在するか否かを判別する（ステップＳ３２）。
【００８０】
ステップＳ３２において、その著作権情報に含まれるＩＤと一致するＩＤを有する著作権
情報が、格納領域に既に格納されているとＩＤ照合部３３が判定した場合、禁止時間残量
算出部３４において、高速ダビングが禁止されている禁止時間の残量である残り時間を算
出し、禁止時間残量報知部３６Ｂを介して表示部７により、その残り時間を報知させると
ともに、禁止時間残量報知部３６Ｂにおいて残り時間に基づいて高速記録が再度可能とな
る日時を求めて表示部７により報知させて（ステップＳ３３）、記録動作制御部３８に対
して高速記録動作を禁止し（ステップＳ３４）、処理を終了して、定常状態に戻る。
【００８１】
ステップＳ３２において、その著作権情報と、格納領域に既に格納されているすべての著
作権情報とのＩＤが一致しないと判定された場合には、著作権情報記憶制御部３７により
、その著作権情報を、以後、所定の禁止時間についての高速記録を禁止としてメモリ４の
格納領域に格納し（ステップＳ３５）、対応するＣＤから読み出した情報のＭＤへの高速
記録を許可し（ステップＳ３６）、記録動作制御部３８を介して書込み部５による高速書
込み動作を行わせて、処理を終了して定常状態に戻る。
【００８２】
ステップＳ３１において、読み出し情報処理部３１にて抽出された著作権情報が複製可能
として解読されない場合、つまり著作権情報が解読できないとき、または複製禁止として
解読されたとき、著作権情報確認部３２は、記録動作制御部３８に対して高速記録動作を
禁止し（ステップＳ３７）、処理を終了して定常状態に戻る。
【００８３】
なお、ステップＳ３３において、禁止時間残量算出部３４が算出する禁止時間の残量、つ
まり残り時間、は、同一のＩＤを有する著作権情報に対して前回のステップＳ３５におい
て設定された禁止時間の残り時間である。禁止時間残量報知部３６Ｂによる残り時間およ
び高速記録可能日時の報知は、文字表示画面への文字による表示または音声合成信号を用
いた音声による表示等のいずれでもよく、これらの組合わせでもよい。
【００８４】
（第４の実施の形態）
図８は、この発明の第４の実施の形態に係る記録システムを採用したＣＤ／ＭＤシステム
の要部の機能構成を示している。この場合、残り時間を表示させて、高速記録を抑止する
際に、高速でない通常記録を選択可能とするようにしている。図１に示す構成との相違は
、ＣＰＵ３に代えて、禁止時間の残り時間があるために高速記録を抑止する際に、高速記
録でない通常記録を選択可能とするＣＰＵ３Ｃを用いている点である。すなわち、図８に
示すＣＰＵ３Ｃは、図２のＣＰＵ３における禁止時間残量算出部３４に代えて、禁止時間
残量算出部３４Ａを設けている。
【００８５】
ＣＰＵ３Ｃは、マイクロプロセッサ等を用いて構成され、操作部８の操作に応答して各種
機能を達成する。ＣＰＵ３Ｃは、ＣＤからＭＤへの高速ダビングすなわち複製の高速記録
が指示されたときは、読み出し部２を介してＣＤの記録情報を読み出して、読み出した情
報から複製管理情報、例えば、著作権情報、を抽出し、且つメモリ４の著作権情報の格納
領域における著作権情報の格納状況を調べて、そのＣＤの複製の高速記録が許可されない
場合には、高速記録を抑止する。
【００８６】
すなわち、ＣＰＵ３Ｃは、ＣＤから読み出した情報から抽出した著作権情報を解読するこ
とができ、さらにメモリ４の著作権情報の格納領域を参照して、既に記憶されている著作
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権情報のＩＤと一致しない場合にのみ、著作権情報をメモリ４に格納し、高速記録動作を
許可して、書込み部５に高速記録動作を指示する。なお、メモリ４に格納した著作権情報
は、書込み開始以後、予め設定した所定の禁止時間の間保持され、この所定の禁止時間を
過ぎるとＣＰＵ３Ｃによりメモリ４から削除される。つまり、ＣＰＵ３Ｃは、メモリ４に
著作権情報を格納すると、該当するＣＤの複製の書込み開始以後の時間を著作権情報毎に
計測し、所定の禁止時間を過ぎると格納した著作権情報をメモリ４から削除する。
【００８７】
ＣＤから読み出した情報から抽出した著作権情報が、そのＩＤがメモリ４に既に記憶され
ている著作権情報のＩＤと一致するなど複製禁止とすべきことを示している場合、および
著作権情報を解読することができない場合には、ＣＰＵ３Ｃは、著作権を保護するため、
高速記録動作を禁止する。ここで、ＣＰＵ３Ｃは、新たに抽出した著作権情報のＩＤが、
メモリ４に既に記憶されている著作権情報のＩＤと一致するために高速記録動作を禁止す
る場合には、その禁止時間の残量、すなわち残り時間、を算出し、その残り時間を表示部
７により報知させるとともに、高速記録でない通常記録によるダビングを利用者が選択で
きるようにする。この表示部７による残り時間の報知は、文字による表示としても、音声
合成信号を用いたアナウンスによる音声表示としてもよく、またそれらの組合わせとして
もよい。さらに、所定の禁止時間内に２度目またはそれ以上の複製高速記録が指示された
ために高速記録を禁止する旨を表示部７に表示させるようにしてもよい。この場合、高速
記録動作を禁止し、残り時間を満了した時点で、再度の記録操作をしなければならなくな
るのは、煩雑であるので、禁止時間が満了し、高速記録が可能となった時点で、通常記録
により複製記録する動作を選択可能とする。
【００８８】
メモリ４は、不揮発性ＲＡＭ等からなり、複製管理情報としての著作権情報を格納する格
納領域を有する。書込み部５は、高速記録動作時等の記録動作時には、ＣＰＵ３Ｃの制御
により、読み出し部２で読み出されたオーディオ情報等の情報を、ＭＤ駆動部６にセット
されたＭＤの記録面に対峙する光学ヘッド５ａを介して、そのＭＤに書き込む。ＭＤ駆動
部６は、ＭＤをセットして駆動し、そのＭＤに光学ヘッド５ａを介して書込み部５による
記録を行わせる。
【００８９】
表示部７は、ＣＰＵ３Ｃにより制御されて、文字表示部による文字表示および音声合成等
を用いた音声表示部による音声表示のうちの少なくとも一方による表示を行う機能を有し
、禁止時間の残り時間および高速記録が可能となる日時を報知することができる。表示部
７は、ＣＰＵ３Ｃにより制御されて、通常記録の選択指示等のような、このＣＤ／ＭＤシ
ステムにおけるその他の動作状態等をも表示する。操作部８は、ユーザにより操作され、
その操作に基づいて、このＣＤ／ＭＤシステムの高速記録等の動作等を指示するための情
報をＣＰＵ３Ｃに与える。
【００９０】
ＣＰＵ３Ｃの読み出し情報処理部３１は、読み出し部２によりＣＤから読み出した情報を
処理し、複製管理情報として、この場合著作権情報を抽出する。著作権情報確認部３２は
、読み出し情報処理部３１で抽出された著作権情報が、ＣＤから読み出した情報の複製可
能を示す適正な著作権情報であるか否かを確認する。ＩＤ照合部３３は、著作権情報確認
部３２により確認された著作権情報と一致するＩＤを持つ著作権情報が、メモリ４の著作
権情報の格納領域に既に格納されているか否かを、メモリアクセス制御部３５を介して確
認する。
【００９１】
禁止時間残量算出部３４Ａは、ＩＤ照合部３３において同一のＩＤを持つ著作権情報がメ
モリ４の著作権情報の格納領域に既に格納されていると判定された場合に、記録動作制御
部３８を介して複製の高速記録を禁止し、通常記録を選択可能とするとともに、予め設定
された所定の禁止時間、例えば７４分、に対する残り時間を算出して、残り時間情報を禁
止時間残量報知部３６に与える。メモリアクセス制御部３５は、著作権情報確認部３２、
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ＩＤ照合部３３および著作権情報記憶制御部３７によるメモリ４の著作権情報の格納領域
のアクセスを制御する。このとき、著作権保護のための禁止時間中につき複製の高速記録
、つまり高速ダビング、が禁止されている旨を併せて表示するようにしてもよい。
【００９２】
著作権情報記憶制御部３７は、著作権情報確認部３２により確認された著作権情報と一致
するＩＤを持つ著作権情報が、メモリ４の著作権情報の格納領域に未だに格納されていな
いと、ＩＤ照合部３３において判定された場合に、メモリアクセス制御部３５を介してそ
の著作権情報を、メモリ４の著作権情報の格納領域に記憶させ、且つ記録動作制御部３８
を介して書込み部５を制御して、読み出し部２によってＣＤから読み出された情報を高速
記録動作によりＭＤに書き込ませる。記録動作制御部３８は、著作権情報記憶制御部３７
により指示された場合にのみ、書込み部５により、ＣＤから読み出された情報の複製を高
速記録させ、それ以外の場合には複製の高速記録を行わせない。
【００９３】
次に、図８のＣＤ／ＭＤシステムの動作における所定時間内高速複製禁止処理の流れにつ
いて図９に示すフローチャートを参照して説明する。
【００９４】
操作部８の操作により、例えばＣＤからＭＤへの高速ダビング動作、つまり複製の高速記
録動作、が指示されると、図９に示すような所定時間内高速複製記録禁止処理が開始され
る。所定時間内高速複製禁止処理が開始されると、ＣＰＵ３Ｃは、読み出し情報処理部３
１にて抽出された著作権情報が複製可能として解読されたか否かを著作権情報確認部３２
にて判別し（ステップＳ４１）、複製可能であると解読された場合には、ＩＤ照合部３３
によってその著作権情報に含まれるＩＤとＩＤが一致するものが、メモリ４の格納領域に
既に格納されている著作権情報中に存在するか否かを判別する（ステップＳ４２）。
【００９５】
ステップＳ４２において、その著作権情報に含まれるＩＤと一致するＩＤを有する著作権
情報が、格納領域に既に格納されているとＩＤ照合部３３が判定した場合、禁止時間残量
算出部３４Ａにおいて、高速ダビングが禁止されている禁止時間の残量である残り時間を
算出し、禁止時間残量報知部３６を介して表示部７により、その残り時間を報知させて（
ステップＳ４３）、記録動作制御部３８に対して高速記録動作を禁止し、通常記録動作を
選択可能として（ステップＳ４４）、処理を終了して、定常状態に戻る。
【００９６】
ステップＳ４２において、その著作権情報と、格納領域に既に格納されているすべての著
作権情報とのＩＤが一致しないと判定された場合には、著作権情報記憶制御部３７により
、その著作権情報を、以後、所定の禁止時間についての高速記録を禁止としてメモリ４の
格納領域に格納し（ステップＳ４５）、対応するＣＤから読み出した情報のＭＤへの高速
記録を許可し（ステップＳ４６）、記録動作制御部３８を介して書込み部５による高速書
込み動作を行わせて、処理を終了して定常状態に戻る。
【００９７】
ステップＳ４１において、読み出し情報処理部３１にて抽出された著作権情報が複製可能
として解読されない場合、つまり著作権情報が解読できないとき、または複製禁止として
解読されたとき、著作権情報確認部３２は、記録動作制御部３８に対して高速記録動作を
禁止し（ステップＳ４７）、処理を終了して定常状態に戻る。
【００９８】
なお、ステップＳ４３において、禁止時間残量算出部３４Ａが算出する禁止時間の残量、
つまり残り時間、は、同一のＩＤを有する著作権情報に対して前回のステップＳ４５にお
いて設定された禁止時間の残り時間である。禁止時間残量報知部３６による残り時間の報
知は、文字表示画面への文字による表示または音声合成信号を用いた音声による表示等の
いずれでもよく、これらの組合わせでもよい。
【００９９】
（第５の実施の形態）
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図１０は、この発明の第５の実施の形態に係る記録システムを採用したＣＤ／ＭＤシステ
ムの要部の機能構成を示している。この場合、残り時間の表示と共に高速記録したトラッ
クナンバを表示させるようにしている。図１に示す構成との相違は、ＣＰＵ３に代えて、
高速記録を行ったトラックナンバを、禁止時間の残り時間と共に報知させるＣＰＵ３Ｄを
用いている点である。すなわち、図１０に示すＣＰＵ３Ｄは、図２のＣＰＵ３における禁
止時間残量報知部３６および記録動作制御部３８に代えて、禁止時間残量報知部３６Ｃお
よび記録動作制御部３８Ａをそれぞれ設けている。
【０１００】
ＣＰＵ３Ｄは、マイクロプロセッサ等を用いて構成され、操作部８の操作に応答して各種
機能を達成する。ＣＰＵ３Ｄは、ＣＤからＭＤへの高速ダビングすなわち複製の高速記録
が指示されたときは、読み出し部２を介してＣＤの記録情報を読み出して、読み出した情
報から複製管理情報、例えば、著作権情報、を抽出し、且つメモリ４の著作権情報の格納
領域における著作権情報の格納状況を調べて、そのＣＤの複製の高速記録が許可されない
場合には、高速記録を抑止する。
【０１０１】
すなわち、ＣＰＵ３Ｄは、ＣＤから読み出した情報から抽出した著作権情報を解読するこ
とができ、さらにメモリ４の著作権情報の格納領域を参照して、既に記憶されている著作
権情報のＩＤと一致しない場合にのみ、著作権情報をメモリ４に格納し、高速記録動作を
許可して、書込み部５に高速記録動作を指示する。なお、メモリ４に格納した著作権情報
は、書込み開始以後、予め設定した所定の禁止時間の間保持され、この所定の禁止時間を
過ぎるとＣＰＵ３Ｄによりメモリ４から削除される。つまり、ＣＰＵ３Ｂは、メモリ４に
著作権情報を格納すると、該当するＣＤの複製の書込み開始以後の時間を著作権情報毎に
計測し、所定の禁止時間を過ぎると格納した著作権情報をメモリ４から削除する。
【０１０２】
ＣＤから読み出した情報から抽出した著作権情報が、そのＩＤがメモリ４に既に記憶され
ている著作権情報のＩＤと一致するなど複製禁止とすべきことを示している場合、および
著作権情報を解読することができない場合には、ＣＰＵ３Ｄは、著作権を保護するため、
高速記録動作を禁止する。ここで、ＣＰＵ３Ｄは、新たに抽出した著作権情報のＩＤが、
メモリ４に既に記憶されている著作権情報のＩＤと一致するために高速記録動作を禁止す
る場合には、その禁止時間の残量、すなわち残り時間、を算出し、その残り時間を表示部
７により報知させる。この表示部７による残り時間の報知は、文字による表示としても、
音声合成信号を用いたアナウンスによる音声表示としてもよく、またそれらの組合わせと
してもよい。この場合、残り時間の報知に加えて、高速記録されたトラックナンバを表示
部７により報知する。さらに、所定の禁止時間内に２度目またはそれ以上の複製高速記録
が指示されたために高速記録を禁止する旨を表示部７に表示させるようにしてもよい。
【０１０３】
メモリ４は、不揮発性ＲＡＭ等からなり、複製管理情報としての著作権情報を格納する格
納領域を有する。書込み部５は、高速記録動作時等の記録動作時には、ＣＰＵ３Ｄの制御
により、読み出し部２で読み出されたオーディオ情報等の情報を、ＭＤ駆動部６にセット
されたＭＤの記録面に対峙する光学ヘッド５ａを介して、そのＭＤに書き込む。ＭＤ駆動
部６は、ＭＤをセットして駆動し、そのＭＤに光学ヘッド５ａを介して書込み部５による
記録を行わせる。
【０１０４】
表示部７は、ＣＰＵ３Ｄにより制御されて、文字表示部による文字表示および音声合成等
を用いた音声表示部による音声表示のうちの少なくとも一方による表示を行う機能を有し
、禁止時間の残り時間および高速記録されたトラックナンバを報知することができる。表
示部７は、ＣＰＵ３Ｄにより制御されて、このＣＤ／ＭＤシステムにおけるその他の動作
状態等をも表示する。操作部８は、ユーザにより操作され、その操作に基づいて、このＣ
Ｄ／ＭＤシステムの高速記録等の動作等を指示するための情報をＣＰＵ３Ｄに与える。
【０１０５】
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ＣＰＵ３Ｄの読み出し情報処理部３１は、読み出し部２によりＣＤから読み出した情報を
処理し、複製管理情報として、この場合著作権情報を抽出する。著作権情報確認部３２は
、読み出し情報処理部３１で抽出された著作権情報が、ＣＤから読み出した情報の複製可
能を示す適正な著作権情報であるか否かを確認する。ＩＤ照合部３３は、著作権情報確認
部３２により確認された著作権情報と一致するＩＤを持つ著作権情報が、メモリ４の著作
権情報の格納領域に既に格納されているか否かを、メモリアクセス制御部３５を介して確
認する。
【０１０６】
禁止時間残量算出部３４は、ＩＤ照合部３３において同一のＩＤを持つ著作権情報がメモ
リ４の著作権情報の格納領域に既に格納されていると判定された場合に、記録動作制御部
３８Ａを介して複製の高速記録を禁止するとともに、予め設定された所定の禁止時間、例
えば７４分、に対する残り時間を算出して、残り時間情報を禁止時間残量報知部３６Ｃに
与える。メモリアクセス制御部３５は、著作権情報確認部３２、ＩＤ照合部３３および著
作権情報記憶制御部３７によるメモリ４の著作権情報の格納領域のアクセスを制御する。
禁止時間残量報知部３６Ｃは、記録動作制御部３８Ａから与えられる高速録音トラックナ
ンバ情報に基づき、高速録音されたトラックナンバを、残り時間と共に表示部７を介して
文字または音声等により報知する。このとき、著作権保護のための禁止時間中につき複製
の高速記録、つまり高速ダビング、が禁止されている旨を併せて表示するようにしてもよ
い。
【０１０７】
著作権情報記憶制御部３７は、著作権情報確認部３２により確認された著作権情報と一致
するＩＤを持つ著作権情報が、メモリ４の著作権情報の格納領域に未だ格納されていない
と、ＩＤ照合部３３において判定された場合に、メモリアクセス制御部３５を介してその
著作権情報を、メモリ４の著作権情報の格納領域に記憶させ、且つ記録動作制御部３８Ａ
を介して書込み部５を制御して、読み出し部２によってＣＤから読み出された情報を高速
記録動作によりＭＤに書き込ませる。記録動作制御部３８Ａは、著作権情報記憶制御部３
７により指示された場合にのみ、書き込み部５により、ＣＤから読み出された情報の複製
を高速記録させ、高速記録したトラックナンバを示す情報を禁止時間残量報知部３６Ｃに
与え、それ以外の場合には複製の高速記録を行わせない。
【０１０８】
次に、図１０のＣＤ／ＭＤシステムの動作における所定時間内高速複製禁止処理の流れに
ついて図１１に示すフローチャートを参照して説明する。
【０１０９】
操作部８の操作により、例えばＣＤからＭＤへの高速ダビング動作、つまり複製の高速記
録動作、が指示されると、図１１に示すような所定時間内高速複製禁止処理が開始される
。所定時間内高速複製禁止処理が開始されると、ＣＰＵ３Ｄは、読み出し情報処理部３１
にて抽出された著作権情報が複製可能として解読されたか否かを著作権情報確認部３２に
て判別し（ステップＳ５１）、複製可能であると解読された場合には、ＩＤ照合部３３に
よってその著作権情報に含まれるＩＤとＩＤが一致するものが、メモリ４の格納領域に既
に格納されている著作権情報中に存在するか否かを判別する（ステップＳ５２）。
【０１１０】
ステップＳ５２において、その著作権情報に含まれるＩＤと一致するＩＤを有する著作権
情報が、格納領域に既に格納されているとＩＤ照合部３３が判定した場合、禁止時間残量
算出部３４において、高速ダビングが禁止されている禁止時間の残量である残り時間を算
出し、禁止時間残量報知部３６Ｃを介して表示部７により、その残り時間を報知させると
ともに、禁止時間残量報知部３６Ｃに記録動作制御部３８Ａから与えられている高速記録
されたトラックナンバを表示部７により報知させて（ステップＳ５３）、記録動作制御部
３８Ａに対して高速記録動作を禁止し（ステップＳ５４）、処理を終了して、定常状態に
戻る。
【０１１１】
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ステップＳ５２において、その著作権情報と、格納領域に既に格納されているすべての著
作権情報とのＩＤが一致しないと判定された場合には、著作権情報記憶制御部３７により
、その著作権情報を、以後、所定の禁止時間についての高速記録を禁止としてメモリ４の
格納領域に格納し（ステップＳ５５）、対応するＣＤから読み出した情報のＭＤへの高速
記録を許可し（ステップＳ５６）、記録動作制御部３８Ａを介して書込み部５による高速
書込み動作を行わせて、処理を終了して定常状態に戻る。
【０１１２】
ステップＳ５１において、読み出し情報処理部３１にて抽出された著作権情報が複製可能
として解読されない場合、つまり著作権情報が解読できないとき、または複製禁止として
解読されたとき、著作権情報確認部３２は、記録動作制御部３８Ａに対して高速記録動作
を禁止し（ステップＳ５７）、処理を終了して定常状態に戻る。
【０１１３】
なお、ステップＳ５３において、禁止時間残量算出部３４が算出する禁止時間の残量、つ
まり残り時間、は、同一のＩＤを有する著作権情報に対して前回のステップＳ５５におい
て設定された禁止時間の残り時間である。禁止時間残量報知部３６Ｃによる残り時間およ
び高速記録トラックナンバの報知は、文字表示画面への文字による表示または音声合成信
号を用いた音声による表示等のいずれでもよく、これらの組合わせでもよい。
【０１１４】
なお、この発明は、上記実施の形態に限定されず、種々の変形及び応用が可能である。例
えば、上記実施の形態においては、ＣＤに記録されている情報をＭＤに記録する装置及び
場合を例にこの発明を説明したが、複製元の記録媒体及び複製先の記録媒体の種類は任意
である。例えば、複製元は、ＤＶＤなどでもよく、複製先は、ＣＤ－Ｒ、固体メモリ（フ
ラッシュメモリなど）でもよい。
【０１１５】
なお、この発明の記録システムの少なくとも一部は、専用のシステムとして構成すること
なく、通常のコンピュータシステムを用いて実現することができる。例えば、コンピュー
タシステムに上述の動作を実行するためのプログラムを格納した媒体（フロッピーディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭ等）から該プログラムをインストールすることにより、上述の処理を実
行する記録システムを構築することができる。インストールによって、当該プログラムは
、コンピュータシステム内のハードディスク等の記録媒体に格納されて、記録システムを
構成し、実行に供される。
【０１１６】
また、インターネット等の通信ネットワーク上に設けたＦＴＰ（Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバに当該プログラムを登録し、ＦＴＰクライアントにネッ
トワークを介して配信してもよく、通信ネットワークの電子掲示板（ＢＢＳ：Ｂｕｌｌｅ
ｔｉｎ　Ｂｏａｒｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）等に該プログラムを登録し、これをネットワークを
介して配信してもよい。そして、このプログラムを起動し、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）の制御下において実行することにより、上述の処理を達成することができ
る。さらに、通信ネットワークを介してプログラムを転送しながら起動実行することによ
っても、上述の処理を達成することができる。
【０１１７】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、複製管理情報の履歴監視に基づき前回の記録か
ら所定時間内における同一対象情報の複製記録を防止し且つその旨を利用者が明確に把握
することができ、著作権保護等の複製操作履歴の管理を適正に且つ明確に行うことを可能
とする記録システムおよび記録装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施の形態に係る記録システムを適用したＣＤ／ＭＤシステム
の構成を模式的に示すブロック図である。
【図２】図１のＣＤ／ＭＤシステムの要部の構成を模式的に示すブロック図である。
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【図３】図１のＣＤ／ＭＤシステムにおける著作権情報処理動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図４】この発明の第２の実施の形態に係る記録システムを適用したＣＤ／ＭＤシステム
の要部の構成を模式的に示すブロック図である。
【図５】図４のＣＤ／ＭＤシステムにおける著作権情報処理動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図６】この発明の第３の実施の形態に係る記録システムを適用したＣＤ／ＭＤシステム
の要部の構成を模式的に示すブロック図である。
【図７】図６のＣＤ／ＭＤシステムにおける著作権情報処理動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図８】この発明の第４の実施の形態に係る記録システムを適用したＣＤ／ＭＤシステム
の要部の構成を模式的に示すブロック図である。
【図９】図８のＣＤ／ＭＤシステムにおける著作権情報処理動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図１０】この発明の第５の実施の形態に係る記録システムを適用したＣＤ／ＭＤシステ
ムの要部の構成を模式的に示すブロック図である。
【図１１】図１０のＣＤ／ＭＤシステムにおける著作権情報処理動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【符号の説明】
１　　　　ＣＤ（コンパクトディスク）駆動部
２　　　　読み出し部
３　　　　ＣＰＵ（中央処理部）
４　　　　メモリ
５　　　　書込み部
６　　　　ＭＤ（ミニディスク）駆動部
７　　　　表示部
８　　　　操作部
２ａ　　　光学ヘッド
５ａ　　　光学ヘッド
３Ａ　　　ＣＰＵ
３Ｂ　　　ＣＰＵ
３Ｃ　　　ＣＰＵ
３Ｄ　　　ＣＰＵ
３１　　　読み出し情報処理部
３２　　　著作権情報確認部
３３　　　ＩＤ（識別情報）照合部
３４　　　禁止時間残量算出部
３５　　　メモリアクセス制御部
３６　　　禁止時間残量報知部
３７　　　著作権情報記憶制御部
３８　　　記録動作制御部
３２Ａ　　著作権情報確認部
３４Ａ　　禁止時間残量算出部
３６Ａ　　禁止時間残量報知部
３６Ｂ　　禁止時間残量報知部
３６Ｃ　　禁止時間残量報知部
３８Ａ　　記録動作制御部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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